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校務用コンピュータ一式リース仕様書 

 

 

１.目的及び概要 

 現行の管内中学校の校務用コンピュータの OS である Windows１０のサポート期間が終了す

る。また、バッテリーの消耗等による修理が増加していることから、安定的な校務環境の維

持のため、校務用コンピュータ一式を調達する。 

 

２.件名 

 校務用コンピュータ一式リース 

 

３.納入場所及び台数 

 河口湖南中学校組合立河口湖南中学校 富士河口湖町船津１１６４番地 ６１台 

 

４.納入期限 

 令和８年２月２８日までに河口湖南中学校へ納入及び設置・設定を行うこと。 

 （具体的な日程は担当者と事前に相談して行う。） 

 

５.賃貸借期間 

  令和８年３月１日から令和１３年２月２８日まで 

 

６．支払い 

  賃貸人からの書面による請求により支払いを行うものとする（支払回数については指定しな

いが、年度を超えない範囲での請求とすること）。 

 

７．物品の返還又は処理 

  本契約に基づき導入したシステム及び機器については、契約期間満了後に落札者の負担にて

処理・撤去すること。 

  その際、ハードディスク等記録媒体は、初期化（データ削除）した上、撤去の日から概ね１

か月以内に消去内容を証明する証明書を提出すること（作業場所の指定はない）。 

 

８．保守管理 

  本契約には含まない（別紙「仕様書」に記載があるメーカー保証に限る）。 

 

９.保険 

  一般的な動産総合保険を付保すること。 
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１０.仕様 

別紙「仕様書」のとおり 

 

１１.その他 

 ・設定等に関して、担当者・ネットワーク構築保守業者と事前に相談して行うこと。 

 ・入札書にはリース期間中の総額（消費税抜き）を記載すること。 

 


